
　　

　お子さんを望むご家族を支援するため、検査や治療に対する助成を行っています。対象者や申請に必要な
書類など、詳細は、市ホームページをご覧ください。

【問】 子育て包括支援課℡48-6881

不妊治療や不育症検査・治療費用一部助成

有効期限　令和9年6月30日㈬
※有効期限が切れたチケットは使用不可。
対象　市内在住の75歳以上
助成額　500円券×48枚(24,000円分)
※期間内1人1回限り。

　高齢者の外出支援を目的に、75歳以上の人がタクシーを利用した際、運賃の一部を助成します。助成を
受けるためには申請が必要です。

【問】 高齢介護課℡92-4921

タクシー運賃 助成限度額(枚数)
1,000円未満 利用できません

1,000円～1,999円 500円分(1枚)
2,000円～2,999円 1,000円分(2枚)
3,000円～3,999円 1,500円分(3枚)

4,000円以上 2,000円分(4枚)

　利用までの流れ　

①助成を希望する人は申請期限までに手続
きをしてください
②審査後、自宅に助成券「ふくとく・チ
ケット」が郵送されます
③タクシーを利用した際「ふくとく・チ
ケット」に利用者名を記入し、助成額を差
し引いた運賃と一緒に運転手へお渡しくだ
さい
※利用できるタクシー会社は制度に登録し
ている事業者のみです。
※デマンド交通(乗合タクシー)「愛・あい
号」では使用できません。

高齢者外出支援タクシー運賃助成 
「ふくとく・チケット」をご利用ください

※運賃によって助成限度額が異なります。
申請期限　令和9年5月20日㈭
申請方法　 高齢介護課、 市民総合窓口課、
市民総合窓口室、または2次元コードから申
請

※申請は必要な書類をそろえて、検査や治療の終了した日の属する年度内に窓口または郵送で 子育て包括
支援課(〒306-0044新久田271-1)に提出してください。

対象となる治療…医師の診断に基づき、生殖補助医療と併せて実施する先進医療※1

助成額…上限5万円(1回の治療※2につき1回)
※1…先進医療とは、厚生労働省が告示をしたもの。
※2…1回の治療とは、医師が治療計画を作成した日から妊娠までの一連の過程のこと。

古河市不妊治療費助成金交付事業

古河市不育症治療費助成事業

対象となる治療等…不育症に関する保険適用外の検査および治療
助成額…上限5万円(夫婦1組につき年度内1回限り)

児童手当現況届の提出はお済みですか
　令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、提出が必要な
人には現況届を送付しています。現況届の提出がないと、令和8年6月以降(8月支給分以降)の児童手当を受け
ることができなくなりますので、お済みでない人は至急提出をお願いします。

【問】 こども政策課℡22-5111

※1：以下の場合は申立書の提出が必要です。
・受給者が支給対象児童の父もしくは母でない場合　→　養育者申立書を提出
・離婚協議中等の理由で配偶者と別居し、支給対象児童と同居している人が受給している場合　→　児童手当
　等の受給資格にかかる申立書を提出　
・住民票上、子の続柄が同居人になっている場合等　→　申立書を提出
※2：養育している子の数が3人以上で、19歳～22歳年度(算定児童)のみの場合は、児童手当の支給対象外と
なりますので手続きは不要です。またお子さんが学生のみの場合は、すでに「監護相当・生計費の負担につい
ての確認書」を提出していれば、卒業予定年月まで書類の提出は不要です。

住まいの終活ナビをご活用ください
　空き家は、適切に管理されないと防犯・防災・景観など、地域に影響を及ぼす恐れがあります。「実家が空
き家になりそう」「家じまいしたいけれど、何から始めればよいか分からない」など、住まいに関する悩みを抱
えていませんか。住まいの将来について考える第一歩として「住まいの終活ナビ」をご活用ください。
※住まいの終活ナビは、古河市と㈱クラッソーネの連携協定により提供する民間のサービスです。

【問】 営繕住宅課℡76-1511

住まいの終活ナビでできること

解体費用の目安が分かる
建物の条件を入力すると、解体費用の目
安を確認できます

売却価格(参考)が分かる
土地の条件を入力すると、売却時の参考
価格を確認できます

空き家の管理状況をチェックできる
空き家の「迷惑度」を診断し、管理が適
切かを確認できます

■現況届とは…
　毎年6月1日における受給者と配偶者の所得や児童の養育状況を把握し、児童手当の要件を満たしているか
どうかを確認するものです。お子さんの人数、年代、同居・別居の状況により、現況届のほか必要な手続きが
異なりますので、下記の表を参考にご確認ください。

養育している子の数
(0～22歳年度)

0歳～18歳年度
同居 別居

1～2人
手続き不要※1 別居監護の申立書を提出

3人以上 19歳～22歳年度(算定児童)を含む場合※2

監護相当・生計費の負担についての確認書を提出
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